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１． 調査等概要 
 

１－１ 調査等名 京浜管理事務所管内 港北ＪＣＴ管理用図面作成業務 
 

１－２ 路 線 名 第三京浜道路 
 

１－３ 履行箇所 
          自）神奈川県横浜市都筑区折本町字北耕地３８０番１ 
          至）神奈川県横浜市都筑区川向町字南耕地６３４番１ 
 

１－４ 履行期間 
  本業務は、共通仕様書１－１３「着手日」の規定によらず、受注者の円滑な業務執行体制

の確保を図るため、事前に技術者確保等の準備を行うことができる全体履行期間及び余裕期

間を設定した業務であり、発注者が示した全体履行期間内（業務完了期限までの間）で、受

注者が業務の始期（業務着手日）及び終期（業務完了日）を任意に設定することができる。

なお、契約上の履行期間は、契約保証取得の日の翌日から受注者が設定した業務の終期まで

の期間とする。 
余裕期間内は、管理技術者、照査技術者又は現場作業責任者を設置することを要しない。

また、業務着手以外の業務のための準備を行うことができるが、現地踏査や打合せを行って

はならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。 
受注者は、落札者決定から１０日以内に、履行期間通知書（様式第１号）により、業務の

始期及び終期を発注者へ通知しなければならない。 
 

全体履行期間（業務完了期限）：契約保証取得の日の翌日から２４０日間（まで） 
余裕期間（業務着手期限）：契約保証取得の日の翌日から６０日間（まで）    

 
 １－５ テクリスへの登録 
  本業務は、「調査等における余裕期間制度」を適用しており、共通仕様書１－１２－４「テ

クリスへの登録」の規定によらず、以下のとおりとする。 
（１）受注時は、受注者が設定した業務の始期から１５日以内 

 
１－６ 履行内容 

  一般国道４６６号第三京浜道路横浜市都筑区において発注者が施工した道路及び水路等施

設の財産権及び管理権の範囲を明確にし、発注者が行う不動産管理及び道路管理のために必

要な図書の作成を実施するものである。 
 
２． 適用する共通仕様書等 

 本特記仕様書の他、令和６年７月版の「東日本高速道路株式会社 調査等共通仕様書（以



3 
 

下「共通仕様書」という）」及び「管理用図面作成業務標準仕様書（以下「標準仕様書」と

いう）」に基づいて作業を行うものとする。 
 
３．主任補助監督員及び補助監督員の権限 
 主任補助監督員及び補助監督員の権限は、共通仕様書１－６－３及び１－６－４に規定によ

るものとする。 
 なお、標準仕様書に規定する監督員の権限のうち、主任補助監督員に委任した権限は次のと

おりとする。 
 
標準仕様書に規定する監督員の権限のうち、下表の事項 
 

条文 委託内容 
第１０条 監督員の指示 測量の実施に伴う指示 
第１１条 立ち入り及び立会 土地の立ち入りに伴う監督員への報告 
第１２条 障害物の伐採 伐採作業に伴う受注者への指示 
第１４条 監督員への進捗状況の報告 受注者への測量状況の進捗報告指示 
第１６条 成果品 成果品に関する指示 

 
４．秘密の保持 
  
 ４－１ 目的 

受注者は、業務の遂行にあたり知り得た秘密情報及び個人情報の開示及び提供その他

必要な事項に関して以下のとおり定め、もって個人情報をはじめとする重要な情報資産

の安全確保を徹底することを目的とする。 
 

 ４－２ 用語の定義 
  用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 
  一 「秘密情報」とは、発注者及び受注者が所有する資料、データ、報告書等（文

書、図面、電磁的記録等の保存媒体の如何を問わない。）で、発注者または受注

者により秘密である旨の表示がなされたものをいう。 
    二 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第

２条第１項に規定する個人情報（文書、図面、電磁的記録媒体等の保存媒体の

如何を問わない。）をいう。 
 
 ４－３ 秘密情報及び個人情報の貸与 
    受注者は、業務のために必要となる秘密情報及び個人情報の貸与を受けたときは、情

報資産預り証（様式第２号）を監督員に対して提出するものとする。 
４－４ 目的外利用の禁止 
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   受注者は、業務のために提供された秘密情報及び個人情報を業務の目的以外に使用し

てはならない。 
 
 ４－５ 適切な管理 
    受注者は、業務の遂行にあたり知り得た秘密情報及び個人情報について、善良な管理

者の注意をもって、漏洩、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理に必要な措置として

情報管理基準を定めて対応するものとし、当該情報管理基準について発注者が提示を求

めた場合には、受注者は直ちに情報管理基準を甲に提示するものとする。 
 

４－６ 資料の持ち出しの禁止 
   発注者または受注者が管理する秘密情報及び個人情報は、物的移動（複製物を作成

し、複製物を移動させる場合も含む）、磁気的、電子的、ネットワーク的移動等の方法

を問わず、監督員の許可を得た場合を除き、無断で持ち出してはならない。 
   ２ 前項の監督員の許可の申請は情報資産持ち出し等許可申請書（様式第３号）により

行うものとする。 
   ３ 許可を得て複製した文書、図面、電磁的記録等については、受注者にて定期的に棚

卸を行い、漏洩、滅失又は毀損等が生じていないことを確認するものとする。 
 

４－７ 守秘義務 
   受注者は、業務の遂行上知り得た秘密情報及び個人情報を他に開示及び漏洩してはな

らない。ただし、次の各号に該当するものは、この限りではない。 
    一 契約の違反によらずに公知であるか、又は入手後公知となった情報 
    二 相手方より受領する以前から当事者が知っていた情報 
    三 当該業務と無関係に、当事者が開発した情報 
    四 相手方の書面による同意を事前に得て開示された情報 
    五 法的手続き、あるいは公認会計士による監査等により当事者が開示を求められる

情報 
 
 ４－８ 履行期間終了後の取扱い 
    受注者は本件業務の履行期間終了後、速やかに、秘密情報及び個人情報が記載又は記

録された文書、図面、電磁的記録等の媒体（複写物及び複製物を含む。）を返還し、返還

が不可能又は困難な場合には、発注者の指示に従って、当該媒体を消去または廃棄する

とともに、情報資産返却・消去又は廃棄報告書（様式第４号）を監督員に提出するもの

とする。 
   ２ 前項の規定は、４－６の監督員の許可を得て複製した文書、図面、電磁的記録等の

媒体についても適用する。 
   ３ 秘密保持に係る規定は、法令に定めのあるものを除き、履行期間終了後もなお有効

とする。 
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 ４－９ 情報の漏洩及び侵害等の発生時における対応 
    受注者は、秘密情報及び個人情報の漏洩、侵害等の事案が発生した場合には、直ちに

発注者に報告するものとする。 
   ２ 前項の報告は、管理技術者から監督員に対して行うものとする。 
 
４－１０ 第三者への委任等について 
    受注者は、発注者の承諾がない限り、秘密情報又は個人情報の処理に係る業務等の一

部を第三者に委任又は請け負わせてはならない。なお、発注者の承諾を得て業務の一部

を第三者に委任又は請け負わせた場合には、受注者は当該第三者に対して、秘密情報及

び個人情報に係る秘密保持について、本契約における受注者の義務と同様の義務を負わ

せるものとする。 
 
５．補足事項 
 
 ５－１ 指示及び監督 
    受注者は本作業に当たり、監督員と密接な連絡をとり、その指示及び監督を受けなけ

ればならない。また、本特記仕様書の解釈に疑義が生じた事項及び明記していない事項

については、その都度速やかに監督員と協議し、その指示を受けるものとする。 
 

５－２ 保安に関する事項 
 受注者は、今回の業務において管理人の許可を得て図面等を持ち出した場合において

は、窃盗等による情報の流出が生じないよう、社内において管理指導を徹底させなけれ

ばならない。 
 
 ５－３ 設計変更 
    調査等請負契約書第１９条の規定に基づき工種を変更する場合、当該工種の諸経費の

算出は、発注者の積算基準に基づき発注者が行うものとする。また、本作業の内容に大

幅な変更があったと監督員が認めた場合には、設計変更を行うものとする。 
 
 ５－４ 電子納品 
    本作業において、共通仕様書「１－４６－３電子納品」、「１－４６－４電子納品チェ

ックシステム」、「１－４６－５標準提出部数」については、適用対象外とする。 
 
６．標準仕様書の補足事項 
 
 ６－１ 作業計画の策定 
    受注者は、標準仕様書第９条に基づく作業計画書の策定に当たり、事前に打合せを実
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施し、実際に作業を行う測量作業の責任者を立会わせるものとする。また受注者は測量

作業が完了次第報告し、図面作成作業を開始する前に図面作成責任者立会いの上、作業

方法について発注者より説明を受けるものとする。 
 
 ６－２ 補助基準点測量 
    標準仕様書第１９条第４項に定める補助基準点については設置前に監督員に対し補助

基準点網図を作成し承諾を得るものとする。 
 

６－３ 面積計算 
   受注者は仕様書第２５条に定める面積計算のほか、当該道路区域内道路敷地について

は、貸与資料及び法務局、関係各行政等での調査により得た資料を基に境界点等を座標

化し、１筆毎に面積計算を実施するものとする。また、重複管理箇所及び在来道水路等

についても同様に面積計算を行うものとする。 
 
 ６－４ 管理用図面の作成 
    標準仕様書第２６条に定める図面の記載のうち別記１、別記３および別記４に記載の

ないものまたは不明なものについては、必ず監督員に対し確認し記載を行うこと。ま

た、別記４の記載の一部については別添４のとおりとする。 
２ 標準仕様書第２６条に基づく図面の記載について分筆後の新たな地番については記

入不要とする。 
 

 ６－５ 土地調書作成 
    標準仕様書第２８条に基づく土地調書の作成にあたっては同条第２項に記載のある項

目ごとの面積を記載した総括表（様式第５号）を添付するものとする。 
   ２ 標準仕様書第２８条に基づく土地調書についても別記１に示す成果品と同時に提出

するものとする。 
   ３ 前項のほか管理用図面作成範囲内における法務局等で確認した筆について地番、地

目、地積（公簿、求積結果）、登記名義等を記載した調書（様式第６号）を作成する。 
   ４ 管理用図面作成範囲において求積した実測面積、登記簿記載の地積及び別途貸与さ

れる買収時実測面積を比較した面積調書一覧表（様式第７号）を作成する。 
 

６－６ 地図の取得 
受注者は一般財団法人民事法務協会の提供する「登記情報提供サービス」により、地

図（公図）の取得を行い、成果品として納品するものとする。登記手数料については立

替払いとし、様式第８号、様式第９号及び取得した書類又は写しを添付して請求するも

のとする。 
２ 登記手数料の額は、登記手数料令に定める額に民事法務協会手数料を加えた額とす

る。 
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３ 取得範囲については、契約締結後に別途指示するものとする。 
 

６－７ 全部事項証明書の取得 
受注者は一般財団法人民事法務協会の提供する「登記情報提供サービス」により、登

記事項証明書の取得を行い、成果品として納品するものとする。登記手数料については

立替払いとし、様式第８号、様式第９号及び取得した書類又は写しを添付して請求する

ものとする。 
２ 登記手数料の額は、登記手数料令に定める額に民事法務協会手数料を加えた額とす

る。 
３ 取得範囲については、契約締結後に別途指示するものとする。 

 
６－８ 地積測量図の取得 

受注者は一般財団法人民事法務協会の提供する「登記情報提供サービス」により、地

積測量図の取得を行い、成果品として納品するものとする。登記手数料については立替

払いとし、様式第８号、様式第９号及び取得した書類又は写しを添付して請求するもの

とする。 
２ 登記手数料の額は、登記手数料令に定める額に民事法務協会手数料を加えた額とす

る。 
３ 取得範囲については、契約締結後に別途指示するものとする。 

 
６－９ 転写連続図の作成 

受注者は、取得した地図を連続させた地図（この地図を「転写連続図」という。以下

同じ。）を作成し、次の事項を記入するものとする。  
一 「全部事項証明書の取得」で調査した登記名義人の氏名等 

 
６－１０ 打合せ 

打合せ回数は当初・中間・最終打合せを含め７回とする。 
 
６－１１ 成果品 

標準仕様書別記１に定める成果品については下記に置き換えるものとする。 

成 果 品 名 数 量 様式番号 標 準 規 格 

観測手簿又は電子野帳の測量記録 

東日本高速道路株式会社測量作業

規程に定めるに定める基準点測量

の成果品一式 

 

作業計画書 

基準点位置図 

基準点座標成果表 

一式 

一式 

 

 

１部 

１部 

１部 

－ 

 －  

 

 

標準仕様書様式第５号 

－ 

 －  

受注者にて定める 

基本基準点については、測量

成果検定書を添付する 

 

日本工業規格Ａ４版 

受注者にて定める。 

日本工業規格Ａ４版 
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用地幅杭点座標成果表 

用地幅杭点対比調書 

道路敷界点座で標成果表 

杭打図 

面積計算書 

交点計算書 

公図転写図 

 

複合図 

管理用図面Ａマイラー 

管理用図面Ｂマイラー 

 

登記簿等取得資料 

上記電子データ 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

１部 

 

各規格１部 

各規格１部 

各規格１部 

 

１式 

１部 

－ 

標準仕様書様式第１４号 

標準仕様書様式第１５号 

 

－ 

－ 

－ 

 

 

－ 

 

日本工業規格Ａ４版 

日本工業規格Ａ４版 

日本工業規格Ａ４版 

受注者にて定める。 

受注者にて定める。 

受注者にて定める 

受注者にて定める 

 

日本工業規格Ａ１版（製本） 

日本工業規格Ａ２版 

日本工業規格Ａ３版（製本） 

 

ＣＤ－Ｒ等（電子データ） 

 

    
２ 受注者は前項に定める成果品のうち図面以外の調書及び成果表については、マイク

ロソフト社製 Microsoft Office Excel により作成するものとし、当該データを格納し

たコンパクトディスク等についても併せて成果品として納入するものとする。 
 
６－１２ データ納品 
    標準仕様書別記１に基づく成果品について図面データについても納入するものとし、

形式についてはＳＸＦ（Ｐ２１）、ＤＷＧ形式及び印刷レイアウトが設定されたＰＤＦ形

式、図面中の座標データについてはＳＩＭＡ形式にて納入するものとする。 
 なお、図面電子データのレイヤーについては標準仕様書別記４によらず本特記仕様書

別添１ＣＡＤデータ構築表に従い作成するものとする。ＤＷＧ形式は単に変換した状態

ではなくＤＷＧ形式で開いた際にデータ構築表通りの表示が可能な状態であるか必ず確

認し納品するものとする。 
 また、電子データの成果品については、納品前に最新のセキュリティーソフトでウイ

ルスチェック等行いデータの安全性を確保しなければならない。 
 

６－１３ 装丁 
    成果品の装丁は標準仕様書別記７及び８によらず本特記仕様書別添２及び３によるも

のとする。 
 成果品のうち複合図及び管理用図面Ａ，Ｂマイラーの製本はダイヤボードＨＭ２００

７によるものとする。 
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横浜市都筑区○○～○○ 

KP○.○～KP○.○ 

令和 7 年〇月 

※№は原則として市町毎に連番とし、KP の起点側より番号をつけること。 

※住所および KP については、全体ではなく当該図面で表す範囲について記載すること。 

第三京浜道路（横浜市） 
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横浜市都筑区 

横浜市都筑区折本町字北耕地 380 番 1 

横浜市都筑区川向町字南耕地 634 番 1 
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別添４ 
 

管 理 用 図 面 表 示 例 
 

管理用図面Ａマイラー表示 

名 称 表 示 例 名 称 表 示 例 

盛         土 
 

非 常 電 話 
 

    NO 

切         土 
 

ガ ー ド レ ー ル ． ． ． ． ． ．  

情 報 版 

    型式 

フ  ェ  ン  ス ＊－＊－＊－＊ 

遮    音    壁 
 

情 報 版 
（ ア ー チ 型 ） 

   型式 

シ ェ ル タ ー 

 

 

 
 
 座標値（鋲又は

杭）番号 
Ｒ．Ｌ１２３ 

（幅０．２mm） 

幅杭点及び道路

敷界点 
直線部２０ｍ 
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様式第１号 

 

令和  年  月  日 

 

東日本高速道路株式会社    支社（事務所） 

支社長（所長）          殿 

 住所 

 会社名 

 代表者  

 

 

履行期間通知書 

 

   （調査等名）                                

 

標記について、発注者が示した全体履行期間内において業務の始期と終期を設定しましたの

で、通知します。 

 

記 

 

１．契約保証取得の日 

   令和  年  月  日 

 

２－１．発注者が設定した全体履行期間 

   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 （   日間） 

   （１．契約保証取得の日の翌日） 

２－２．発注者が設定した余裕期間 

   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 （   日間） 

   （１．契約保証取得の日の翌日） 

 

３－１．受注者が設定した業務の始期 

   令和  年  月  日 

３－２．受注者が設定した業務の終期 

   令和  年  月  日 

３－３．契約上の履行期間 

   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 （   日間） 

   （１．契約保証取得の日の翌日）   （３－２．受注者が設定した業務の終期） 

以 上 
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様式第２号 
 

情 報 資 産 預 り 証 
 

令和  年  月  日 
 
東日本高速道路株式会社 
関東支社京浜管理事務所 
監督員          殿 
 
 

受注者 
                                  ○○○○株式会社 

管理技術者 
（現場作業責任者）    印 

 
 

○○○○株式会社は、東日本高速道路株式会社の情報資産を下記のとおり預かることとしま

す。 
 なお、○○○○株式会社は、善良な管理者の注意義務をもって、当該データを下記の目的の

ためにのみ使用するものとし、また、当該目的のために必要な作業の終了後は、当該データを

東日本高速道路株式会社に返却し、あるいは消去又は廃棄いたします。 
 
 

記 
 
１．目          的：                            
２．対 象 情 報 資 産：                            
３．預 か り 方 法：                            
４．返却・消去又は廃棄方法：                            
５．返却・消去又は廃棄予定日：   年   月   日 
 
 
 
 

以   上 
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様式第３号 
 

情報資産持ち出し等許可申請書 
 

令和  年  月  日 
 
東日本高速道路株式会社 
関東支社京浜管理事務所 
監督員          殿 
 
 

受注者 
                                  ○○○○株式会社 

管理技術者 
（現場作業責任者）    印 

 
 

○○○○株式会社は、下記の東日本高速道路株式会社の情報資産を（複製・持ち出し）した

く、許可申請いたします。 
 なお、○○○○株式会社は、善良な管理者の注意義務をもって、当該データを下記の目的の

ためにのみ使用するものとし、また、当該目的のために必要な作業の終了後は、当該データを

東日本高速道路株式会社に返却し、あるいは消去又は廃棄いたします。 
 
 

記 
 
１．目          的：                            
２．対 象 情 報 資 産：                            
３．持ち出し（あるいは複製物の保管）先：                            
４．返却・消去又は廃棄方法：                            
５．返却・消去又は廃棄予定日：   年   月   日 
６．複 製 物 の 数：     
 ※６については複製する場合のみ記載すること 
 
 

以   上 
 
 



16 
 

様式第４号 
 

情報資産返却・消去又は廃棄報告書 
 

令和  年  月  日 
 
東日本高速道路株式会社 
関東支社京浜管理事務所 
監督員          殿 
 
 

受注者 
                                  ○○○○株式会社 

管理技術者 
（現場作業責任者）    印 

 
 

○○○○株式会社は、令和  年  月  日に東日本高速道路株式会社より預かりました

情報資産を下記のとおり返却、あるいは消去または廃棄いたしました。 
 
 

記 
 
１．返却・消去又は廃棄対象データ：                            
２．返 却 ・ 消 去 又 は 廃 棄 方 法：                            
３．返却・消去又は廃棄予定日：   年   月   日 

 
 

以   上 
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様式第５号 
 

 

 

土地調書 総括表 

 

（調査等名）                                 

施設敷名：表示色 地積（㎡） 

（記載例）  

【在来法定外道路敷：●色】（●●市が会社（又は機構）へ交換により渡す旧道路） ●● 

  

  

  

計  
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様式第６号 

 

 

 

土地登記簿調書 

 

（調査等名）                               

 調査年月日 令和〇年〇月〇日 調査者 〇〇〇〇 

町名 地番 地目 地積 氏名 登記上の住所 持分 所有権以外の権利の種別 

（記載例）        

●●市●●区●● 100-1       
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様式第７号 

 

 

 

面積調書一覧表 

 

（調査等名）                               

用途 
所在地 

地目 
地積（㎡） 差 

（実測-買収面積） 

差 

（実測-公簿） 

備考 
市区町村名 大字 地番 公簿 買収面積 実測 

 （記載例）          

 ●●市●●区 ●● 100-1        
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様式第８号 

 

 

立替払一覧 

 

 

   （調査等名）                                  

種別 単位 数量 単価（円） 金額（円） 備考 

登記情報提供サービス（全部事項） 通     

登記情報提供サービス（図面等） 通     

地積測量図 通     

計      
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様式第９号 

 

資料調査筆一覧 

 

 

（調査等名）                                  

調査対象地 立替数量（通） 

備考 
市町村名 

大字 

（丁目） 
字 地番 

登記情報サービス

（全部事項） 

登記情報サービス

（図面等） 

地積 

測量図 

（記載例）        

●●市 ●● ●● 100-1 1 1 1  

●●町 ●● ●● 200-1 0 1 0  

        

        

計 1 2 1  

※立替により取得した資料（又は写し）は、資料の種別ごとに等一覧表の記載順に整理して提

出する 

 


